
別記第3号様式(第3条関係)

　契約の名称　 ガラス空きびん処理単価契約

　履行場所　 町内一円

　履行期間 令和9年3月31日まで

円 円

円 円

令和ー年ー月ー日 午前ー時ー分

容器包装リサイクル法の施行以降、ガラスびんの分別収集を実施する自治体が増加している一方
で、処理業者はまだ少ないのが現状です。新潟ガラスリサイクルセンター株式会社は、新潟市及
び三条市に事業所を有し、聖籠町以外にも新潟市をはじめ多数の自治体の処理業務を請け負って
おり、豊富な処理実績があります。また、同者は容器包装リサイクル法に基づく当町の保管施設
として指定されており、隣接する新潟市内の事業所への搬入が可能となり、運搬時間、コストの
点でも大きな利点があるものと考えます。以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号の規定に基づき、同者と一者随意契約とするものです。

上　記　見　積　者　を　指　名　し　た　理　由

備考　当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の契約金額である。

　見積日時

12円 契約の相手方に決定 新潟ガラスリサイクルセンター株式会社

以下余白

見積結果表(随意契約)

予定価格 制限価格

見積額 記事 入札者

見積書比較
予定価格

見積書比較
制限価格
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別記第4号様式(第3条関係)

　

　契約の名称 ガラス空きびん処理単価契約

　履行場所 町内一円

　種　　別 委託

契約の概要

　契約の相手方

住　所 新潟県新潟市中央区鵜ノ子819-6

商号又は名称 新潟ガラスリサイクルセンター株式会社

　履行期間　(自)　 令和8年4月1日

　　　　　　(至)　 令和9年3月31日

　契約金額 12円

契　約　締　結　結　果　表

ガラス空きびん処理単価契約


